
解 体 業 者 ・ 建 築 業 者 の 皆 様 へ  

— 各 務 原 市 市 民 生 活 部  環 境 政 策 課 —  

 

建 物 を 解 体 さ れ る 前 に は 、「 浄 化 槽 や 汲 取 り 便 槽 」 が 埋 設

さ れ て い る か ど う か 今 一 度 確 認 を お 願 い し ま す 。  

 

■解体工事を行う際は、 

 ① 「 浄 化 槽 」 や 「 汲 取 り 便 槽 」 が 埋 設 さ れ て い る か ど う

か を 確 認 し て く だ さ い 。  

 ② 「 浄 化 槽 」 や 「 汲 取 り 便 槽 」 が 埋 設 さ れ て い る 場 合 は 、

「 最 終 清 掃 」 が 行 っ て あ る か ど う か 「 浄 化 槽 清 掃 業 者 」

又 は 「 し 尿 汲 取 り 業 者 」 へ 確 認 し て く だ さ い 。  

（ 浄 化 槽 清 掃 業 者 等 は 、 裏 面 を ご 覧 く だ さ い 。）  

※ 最 終 清 掃 を し な い ま ま 、建 物 の 解 体 と 同 時 に 浄 化 槽 ・

汲 取 り 便 槽 を 撤 去 し て し ま う と 、そ の 状 況 が 改 善 さ れ る

ま で は 下 水 道 工 事 が で き な く な り ま す 。  

 

「浄化槽」や「汲取り便槽 ※」に液体が残って 

いる場合は、最終清掃が終了していませんの 

で清掃業者へ最終清掃を依頼してください。 

※汲取り便槽に関しては、液体が残っていなくても 

最終清掃が完了していない場合がありますので 

ご注意ください。 

  

③ 「 最 終 清 掃 」 は 、 各 務 原 市 の 許 可 を 取 得 し た 「 浄 化 槽 清

掃 業 者 」 又 は 、「 し 尿 汲 取 り 業 者 」 に 依 頼 し て く だ さ い 。

（ 浄 化 槽 清 掃 業 者 等 は 、 裏 面 を ご 覧 く だ さ い 。）  

 

お 問 い 合 わ せ 先  

各 務 原 市 市 民 生 活 部  環 境 政 策 課  環 境 衛 生 係  

〒 504-8555 各 務 原 市 那 加 桜 町 1 丁 目 69 番 地  

TEL 058— 383— 4231（ 直 通 ）    

FAX 058— 383— 6365 



■浄化槽清掃業者及びし尿汲取り業者について  

 浄 化 槽 の 清 掃 や し 尿 の 汲 取 り は 、 法 律 で 許 可 を 取 得 し た

事 業 者 以 外 行 う こ と が で き ま せ ん 。 本 市 の 許 可 業 者 は 、 下

表 の と お り で す 。  

 

浄 化 槽 清 掃 業 者 一 覧  

業 者 名  担 当 地 区  電 話  

各 衛 サ ー ビ ス ㈱  川 島 地 区 を 除 く 市 内 全 域  058— 389— 3210 

ト バ ナ 産 業 ㈱  川 島 地 区  058－ 398－ 3807 

 

し 尿 汲 取 り 業 者 一 覧  

業 者 名  担 当 地 区  電 話  

各 務 原 衛 生 ㈱  川 島 地 区 を 除 く 市 内 全 域  058— 382— 6151 

ト バ ナ 産 業 ㈱  川 島 地 区  058－ 398－ 3807 

 

 

「 浄 化 槽 」 や 「 汲 取 り 便 槽 」 内 に 残 っ て い る 汚 泥 等 は 、  

「 一 般 廃 棄 物 」 と な り ま す 。  

「 浄 化 槽 」 や 「 汲 取 り 便 槽 」 内 に 汚 泥 等 が 残 っ た ま ま 解 体

し 、 汚 泥 等 を 地 中 に 浸 透 さ せ る 行 為 は 、 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清

掃 に 関 す る 法 律 第 16 条 に 違 反 し た 「 不 法 投 棄 」 と な り 、 法

に よ り 厳 し く 処 罰 さ れ ま す 。  

 

＜ 参 考 ＞  

 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律  

第 25 条  次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 者 は 、 5 年 以 下 の 懲 役 若

し く は 1,000 万 円 以 下 の 罰 金 に 処 し 、 又 は こ れ を 併 科

す る 。  

    （ 中 略 ）  

   14  第 16 条 の 規 定 に 違 反 し て 、 廃 棄 物 を 捨 て た 者  


